
 青森国スポ 愛媛県選手 選考レース 

主催団体：愛媛県セーリング連盟 

期日：2026 年 5 月 30 日(土)・5 月 31 日(日) 

場所：新居浜マリーナ 愛媛県新居浜市垣生 3丁目乙 324 番地 

 

レース公示（NoR） 

 [NP]の表記は、艇は、他艇の規則違反に対し抗議できないことを意味する。

これは、規則 60.1 を変更している。 

1 規則 

1.1 本大会には『セーリング競技規則』に定義された規則が適用される。 

2 帆走指示書 

2.1 帆走指示書は、5 月 23 日(土)までに愛媛県セーリング連盟 HP で入手でき

る。 

3 コミュニケーション 

3.1 オンライン公式掲示板は、LINE を予定している。詳細は帆走指示書に記載す

る。 

3.2 [DP]レース中、緊急の場合を除き、艇は、音声やデータを送信してはならず、

かつ、すべての艇が利用できない音声やデータ通信を受信してはならない。 

4 参加資格および申し込み 

4.1 本大会は、2026 年度(公財)日本セーリング連盟会員であること、成年種目はバッ 

ジテスト中級以上、少年種目は初級以上を満たす 

成年男子４７０級・成年女子ｾｰﾘﾝｸﾞｽﾋﾟﾘｯﾂ級・少年男子４２０級 

・少年女子４２０級の艇が参加できる。 

4.2 参加資格のある艇は、添付の書式を完成させ、5月 22 日(金)までにメールにて 

送付すること。愛媛県セーリング連盟市川 ichiyy.sailing@gmail.com  

参加料は当日受付時に集金する。 

4.3 本大会に参加申込をしたと見做されるためには、艇は、すべての登録要件を

完了し、すべての参加料を支払わなくてはならない。 



5 参加料 

5.1 参加料は、以下のとおりとする。 

成年ダブルハンド               7,000 円／１艇 

少年ダブルハンド              5,000 円／１艇 

※愛媛県連登録会員は上記の価格から 1,000 円割り引く。 

6 日程 

6.1 登録(受付) 

5 月 30 日（土）午前 9:00～9:30 の間（新居浜マリーナ艇庫前レースオフィ

ス） 

6.2 レース日程 

初日の最初のレースの予告信号予定時刻は、午前１０：２５である。 

二日目の最初のレースの予告信号予定時刻は、午前９：２５である。 

6.3 レース数 

本大会は、最大７レースを予定する。なお、１日に実施するレース数は、 

レース委員会の裁量で決定する。 

6.4 レースの予定された最終日には、14：25 より後に予告信号を発しない。 

7 装備検査 

7.1 各艇は、有効な[計測][レーティング]証明書を提示しなければならない。 

7.2 艇は、いつでも検査される。 

8 コース 

8.1 帆走するコースは上下コース又はトライアングルコースを用いる。詳細は帆走指示

書に示す。 

9 得点 

9.1 得点方式は、次のとおりとする。RRS 付則 Aに規定された「低得点方式」を適用

する。 

9.2 シリーズの成立には、1レースを完了することが必要である。 

9.3 艇のシリーズの得点は、最も悪い方から 1つ得点を除外したレース得点の合

計としなければならない。 

9.4 (a) 完了したレースが、5レース未満だった場合、艇のシリーズの得点は、



レース得点の合計とする。 

(b) 完了したレースが 5レース以上だった場合、艇のシリーズ得点は、最も

悪い方から 1つの得点を除外したレースの得点の合計とする。 

10 リスク・ステートメント 

10.1 

 

RRS 3 には『レースに参加するか、またはレースを続けるかについての艇の

決定の責任は、その艇にのみある。』とある。大会に参加することによって、

それぞれの競技者は、セーリングには内在するリスクがあり、潜在的な危険

を伴う行動であることに合意し、認めることになる。これらのリスクには、

強風、荒れた海、天候の突然の変化、機器の故障、艇の操船の誤り、他艇の

未熟な操船術、バランスの悪い不安定な足場、疲労による傷害のリスクの増

大などがある。セーリング・スポーツに固有なのは、溺死、心的外傷、低体

温症、その他の原因による一生消えない重篤な傷害、死亡のリスクである。 

11 保険 

11.1 各参加艇は有効な第三者賠償責任保険に加入していなければならない。 

12 賞 

12.1 賞を次のとおり与える。 

各クラス 賞状 1 位 

13 問い合わせ先 

13.1 問い合わせは、市川 悠斗 ichiyy.sailing@gmail.comに連絡すること。 

 

 


